
平成30（2018）年８月21日　火曜日（677）

平成30(2018)年
８月21日(火)
第3014号

告 示
栃木県告示第428号
　平成30（2018）年度における自衛官候補生の募集期間が次のとおり定められたので、自衛隊法施行令（昭和
29年政令第179号）第114条（同令第118条の規定によりその例によることとされる場合を含む。）の規定により
告示する。
　　平成30（2018）年８月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

募 集 種 目 募 集 期 間

自衛官候補生（男子） 平成30（2018）年９月８日（土）～同年11月22日（木）

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第429号
　自衛隊法施行令（昭和29年政令第179号）第117条第１項（同令第118条の規定によりその例によることとさ
れる場合を含む。）の規定により、自衛官候補生の採用試験の試験期日並びに試験場の位置及び名称を次のと
おり定めたので告示する。
　　平成30（2018）年８月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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募 集 種 目 試 験 期 日 試 験 場 の 名 称 試 験 場 の 位 置

自衛官候補生
（男子）

平成30（2018）年12月１日（土） 陸上自衛隊北宇都宮駐屯
地

宇都宮市上横田町1360番
地

平成30（2018）年12月２日（日）

（市町村課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第430号
　次の公印を廃止したので、栃木県公印規程（昭和49年栃木県訓令第15号）第12条の規定により告示する。
　　平成30（2018）年８月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 寸 法
（ミリメートル） 書 体 用 途 廃 止 期 日 廃 止 理 由

栃木県知事印④ 方28 てん書 出先機関専用 平成30（2018）年
７月31日 摩耗のため

（文書学事課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第431号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項に規定する指定居宅サービス事業者を指定したので、同
法第78条の規定により次のとおり公示する。
　　平成30（2018）年８月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事業所番号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指定居宅サービス事業所 指 定 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0971301536 株式会社クローバー
代表取締役
和知　秀憲

訪問介護事業所え
がお

那須塩原市東三島
二丁目88番地16号

平 成 30
（2018）年
８月１日

訪問介護

0970302113 株式会社日立福祉事業
代表取締役
中川　博登

デイサービスセン
ターあいの杜とち
ぎ

栃木市新井町1005
番地１

平 成 30
（2018）年
８月１日

通所介護

0970501474 社会福祉法人日光福栄会
理事長
矢尾板　誠一

介護付高齢者ホー
ムウェルケアひよ
し

鹿沼市日吉町937
番地１

平 成 30
（2018）年
８月１日

特定施設入
居者生活介
護

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第432号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項に規定する指定介護予防サービス事業者を指定したの
で、同法第115条の10の規定により次のとおり公示する。
　　平成30（2018）年８月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事業所番号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指定介護予防サービス事業所 指 定 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0970501474 社会福祉法人日光福栄会
理事長
矢尾板　誠一

介護付高齢者ホー
ムウェルケアひよ
し

鹿沼市日吉町937
番地１

平 成 30
（2018）年
８月１日

介護予防特
定施設入居
者生活介護
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（高齢対策課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第433号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関を指定したので、同法第69条の規定により次のとおり公示する。
　　平成30（2018）年８月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定 年 月 日 自 立 支 援
医療の種類

クレア心療内科医院 下野市医大前３-２-
15

クレア心療内科医院
院長　髙柳　強

平成30（2018）年
８月１日

精神通院医療

かりん薬局足利店 足利市五十部町719-
１

有限会社ケイアイティー
代表取締役社長　亀井　
伸一

平成30（2018）年
８月１日

精神通院医療

訪問看護ステーショ
ンえん

栃木市大平町富田
1674-２

合同会社ケーアイ
代表社員　小澤　恵

平成30（2018）年
８月１日

精神通院医療

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第434号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関を指定したので、同法第69条の規定により次のとおり公示する。
　　平成30（2018）年８月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　薬局

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定 年 月 日 自 立 支 援
医療の種類

ウエルシア薬局真岡
高間木店

真岡市下高間木２丁
目12番地３

ウエルシア薬局株式会社 平成30（2018）年
８月１日

育成医療及び
更生医療

ウエルシア薬局小山
羽川店

小山市大字羽川字下
田57

ウエルシア薬局株式会社 平成30（2018）年
８月１日

育成医療及び
更生医療

２　指定訪問看護事業者等

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定 年 月 日 自 立 支 援
医療の種類

訪問看護ステーショ
ンやいた

矢板市末広町45番地
３

医療法人社団　為王会 平成30（2018）年
８月１日

育成医療及び
更生医療

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第435号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第64条の規定によ
り指定自立支援医療機関から次のとおり変更の届出があったので、同法第69条の規定により公示する。
　　平成30（2018）年８月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 開 設 者 名 変 更 年 月 日 自 立 支 援
医療の種類

訪問看護ステーショ 那須烏山市金井２- 株式会社リージョンリン 平成30（2018）年 精神通院医療
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ンこころの和
（ケアーズ訪問看護
リハビリステーショ
ン那須烏山）

12-９
（那須烏山市金井
２-18-３）

ク
代表取締役　阿島　武志

７月１日

※表中の（　）内は変更前のもの
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第436号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第64条の規定によ
り指定自立支援医療機関から次のとおり変更の届出があったので、同法第69条の規定により公示する。
　　平成30（2018）年８月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
指定訪問看護事業者等

名 称 所 在 地 開 設 者 名 変 更 年 月 日
自 立 支 援
医療の種類

訪問看護ステーショ
ンこころの和
（ケアーズ訪問看護
リハビリステーショ
ン那須烏山）

那須烏山市金井２-
12-９
（那須烏山市金井
２-18-３）

株式会社リージョンリン
ク

平成30（2018）年
７月１日

育成医療及び
更生医療

※表中の（　）内は変更前のもの
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第437号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第65条の規定によ
り次の指定自立支援医療機関がその指定を辞退したので、同法第69条の規定により公示する。
　　平成30（2018）年８月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指定辞退年月日 自 立 支 援
医療の種類

荒井腎クリニック 日光市大桑町52 医療法人社団萌仁会
理事長　荒井　龍彦

平成30（2018）年
８月31日

精神通院医療

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第438号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第65条の規定によ
り次の指定自立支援医療機関がその指定を辞退したので、同法第69条の規定により公示する。
　　平成30（2018）年８月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
薬局

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指定辞退年月日 自 立 支 援
医療の種類

有限会社山川薬局 鹿沼市鳥居跡町1420 有限会社山川薬局 平成30（2018）年
６月30日

育成医療及び
更生医療

（障害福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
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公 告
　　　○大規模小売店舗の新設の届出
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定により大規模小売店舗の新設に関する届
出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告し、当該届出及び添付書類を縦覧に供する。
　なお、同法第８条第２項の規定により、意見を有する者は、平成30（2018）年12月21日までに知事に意見書
を提出することができる。
　　平成30（2018）年８月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
ツルハドラッグさくら喜連川店
さくら市喜連川字松並3592番　外

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所
芙蓉総合リース株式会社
東京都千代田区神田三崎町三丁目３番23号

３　大規模小売店舗において小売業を行う者の名称
株式会社ツルハ

４　大規模小売店舗の新設をする日
平成31（2019）年３月28日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計
1,114㎡

６　駐車場及び駐輪場の収容台数
駐車場　40台
駐輪場　10台

７　荷さばき施設の面積
45㎡

８　廃棄物等の保管施設の容量
20㎥

９　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
開店時刻　午前９時
閉店時刻　翌午前０時

10　来客が駐車場を利用することができる時間帯
午前８時45分から翌午前０時15分まで

11　駐車場の自動車の出入口の数
３か所

12　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
午前６時から午前９時まで

13　届出年月日
平成30（2018）年７月27日

14　縦覧場所
栃木県産業労働観光部経営支援課

（経営支援課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○土地改良区役員の退就任
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、次のとおり土地改良区の役員について退
任及び就任の届出があったので、同条第17項の規定により公告する。
　　平成30（2018）年８月21日
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栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地
改 良 区 名 役職名 退 任 役 員

氏 名
就 任 役 員
氏 名 住 所 退 任

年 月 日
就 任
年 月 日

引 田
土地改良区 理 事 齋藤　定夫 齋藤　定夫 鹿沼市引田904

平 成 30
（2018）.
６.24

平 成 30
（2018）.
６.25

〃 石原　　功 石原　　功 　〃　〃　655 〃 〃

〃 髙村　祐司 髙村　祐司 　〃　〃　1183-１ 〃 〃

〃 髙村　秀男 髙村　秀男 　〃　〃　1355 〃 〃

〃 髙村　正一 髙村　正一 　〃　〃　1532　 〃 〃

〃 髙村　和義 髙村　和義 　〃　〃　510 〃 〃

〃 福田　達夫 福田　達夫 　〃　〃　1795 〃 〃

〃 坂本　忠仁 坂本　忠仁 　〃　〃　949 〃 〃

〃 石原　慎一 石原　慎一 　〃　〃　631 〃 〃

〃 酒井　嘉夫 酒井　嘉夫 　〃　〃　1140 〃 〃

監 事 上沢　　収 上沢　　収 　〃　〃　430 〃 〃

〃 髙村　　實 髙村　　實 　〃　〃　287 〃 〃

〃 江連　茂樹 江連　茂樹 　〃　〃　998 〃 〃

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○開発行為の工事完了
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第２項の規定により、開発行為に関する工事の完了に係る検査
済証を交付したので、同条第３項の規定により公告する。
　　平成30（2018）年８月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

開 発 区 域
（工区に含まれる地域の名称）

開 発 許 可 を 受 け た 者

住 所 氏 名

河内郡上三川町大字石田字砂田2117番１ 下野市小金井87番地２セントラル
パーク205号

王 生 雄 貴
王 　 生 　 め ぐ み

河内郡上三川町大字上三川字常光坊3593番５ 宇都宮市御幸町107番地14 源 　 貴 之

塩谷郡高根沢町大字宝積寺字東北原2464番
５、2464番16、2464番17、2464番20、2465番
８、2465番17

宇都宮市岩曽町826番地１ 株式会社Ｍ＆Ａコー
ポレーション

芳賀郡芳賀町大字芳志戸字金井1587番２ 芳賀郡芳賀町大字祖母井1639番地
110

大 関 勇 太

下野市小金井字原クネ2259番14 下野市小金井2259番地13 江 田 貴 光
江 田 沙 月

下都賀郡壬生町落合一丁目3797番17 下都賀郡壬生町大字国谷1879番地４ 西 　 須 　 真 由 美
西 須 弘 房

塩谷郡高根沢町大字太田字芝関728番、728番
２、729番１、729番２、743番、743番２、744

塩谷郡高根沢町大字石末2053番地 高根沢町
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番、745 番１、752 番、728 番地先、744 番地
先、745番１地先、752番地先、字笹原753番、
753番２、756番、757番、757番２、757番３、
758番、758番２、764番１、768番１、769番
１、770番１、771番、772番、773番、757番地
先、字山ノ神754番、754番２、755番、755番
２、755番３、774番、1057番
（開発行為に関する工事）
塩谷郡高根沢町大字太田字芝関745番２の一
部、1131番の一部、字車ノ前1086番１の一
部、字川向730番の一部、字山ノ神777番１の
一部、873番１の一部、873番２の一部、1059
番１の一部、1059番２の一部

下都賀郡壬生町大字壬生丁字六美92番22、92
番23
（開発行為に関する工事）
下都賀郡壬生町大字壬生丁字六美363番の一
部、368番の一部

栃木市薗部町２丁目５番９号 社会福祉法人健美会

那須郡那須町大字高久丙字白河道下1179番
２、1179番４、1179番５、1179番６、1179番
120、1179 番 121、1179 番 122、1179 番 123、
1185番２の一部、1185番52の一部、1185番53
の一部、1185番100の一部、1185番102、1179
番５地先、1179番６地先
（開発行為に関する工事）
那須郡那須町大字高久丙字白河道下1179番１
の一部、1185番２の一部、1185番52の一部、
1185番53の一部、1185番55の一部、1179番１
地先、1185番53地先、1185番55地先

東京都千代田区飯田橋四丁目３番８ 株式会社日本ハウス
ホールディングス

（都市計画課）　
　───────────────────────────────────────────────

正 誤

発 行 番 号 ペ ー ジ 行 正 誤

第3009号 644 23 ｜阿久津　孝志｜ ｜阿久津　芳夫｜

　───────────────────────────────────────────────


